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離島振興法（昭和二十八年七月二十二日法律第七十二号）（抄） 

 

改正法（令和５年４月施行） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国の領域、排他

的経済水域等の保全、海洋資源の利用、

多様な文化の継承、自然環境の保全、多

様な再生可能エネルギーの導入及び活

用、自然との触れ合いの場及び機会の提

供、食料の安定的な供給等我が国及び国

民の利益の保護及び増進に重要な役割を

担つている離島が、四方を海等に囲まれ、

人口の減少が長期にわたり継続し、かつ、

高齢化が急速に進展する等、他の地域に

比較して厳しい自然的社会的条件の下に

あることに鑑み、離島について、人の往

来及び生活に必要な物資等の輸送に要す

る費用が他の地域に比較して多額である

状況を改善するとともに、産業基盤及び

生活環境等に関する地域格差の是正を図

り、並びにその地理的及び自然的特性を

生かした振興を図るため、離島の振興に

関し、基本理念を定め、国等の責務を明

らかにし、並びに地域における創意工夫

を生かすとともに離島と継続的な関係を

有する島外の人材も活用しつつ、その基

礎条件の改善及び産業振興等に関する対

策を樹立し、これに基づく事業を迅速か

つ強力に実施する等離島の振興のための

特別の措置を講ずることによつて、離島

の自立的発展を促進し、島民の生活の安

定及び福祉の向上を図るとともに、地域

間の交流を促進し、もつて居住する者の

ない離島の増加及び離島における人口の

著しい減少の防止並びに離島における定

住の促進を図り、あわせて国民経済の発

展及び国民の利益の増進に寄与すること

を目的とする。 

 

（離島振興基本方針） 

第三条 主務大臣は、離島振興対策実施地

域の振興を図るため、離島振興基本方針

を定めるものとする。 

２ 離島振興基本方針は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 

現行法 

 

（目的）  

第一条 この法律は、我が国の領域、排他

的経済水域等の保全、海洋資源の利用、

多様な文化の継承、自然環境の保全、自

然との触れ合いの場及び機会の提供、食

料の安定的な供給等我が国及び国民の利

益の保護及び増進に重要な役割を担つて

いる離島が、四方を海等に囲まれ、人口

の減少が長期にわたり継続し、かつ、高

齢化が急速に進展する等、他の地域に比

較して厳しい自然的社会的条件の下にあ

ることに鑑み、離島について、人の往来

及び生活に必要な物資等の輸送に要する

費用が他の地域に比較して多額である状

況を改善するとともに、産業基盤及び生

活環境等に関する地域格差の是正を図

り、並びにその地理的及び自然的特性を

生かした振興を図るため、離島の振興に

関し、基本理念を定め、及び国の責務を

明らかにし、地域における創意工夫を生

かしつつ、その基礎条件の改善及び産業

振興等に関する対策を樹立し、これに基

づく事業を迅速かつ強力に実施する等離

島の振興のための特別の措置を講ずるこ

とによつて、離島の自立的発展を促進し、

島民の生活の安定及び福祉の向上を図る

とともに、地域間の交流を促進し、もつ

て居住する者のない離島の増加及び離島

における人口の著しい減少の防止並びに

離島における定住の促進を図り、あわせ

て国民経済の発展及び国民の利益の増進

に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

（離島振興基本方針） 

第三条 主務大臣は、離島振興対策実施地

域の振興を図るため、離島振興基本方針

を定めるものとする。 

２ 離島振興基本方針は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 
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一 離島の振興の意義及び方向に関する

事項 

二 本土と離島及び離島と離島並びに離

島内の交通通信を確保するための航

路、航空路、港湾（橋梁
りょう

を含む。次条

第二項第四号において同じ。）、空港、

道路（橋を含む。同号において同じ。）

等の交通施設及び通信施設の整備、人

の往来及び物資の流通（廃棄物の運搬

を含む。同号及び第十二条において同

じ。）に要する費用の低廉化その他の必

要な措置に関する基本的な事項 

三 農林水産業、商工業、情報通信産業

等の産業の振興及び資源開発を促進す

るための漁港、林道、農地、電力施設

等の整備その他の必要な措置に関する

基本的な事項 

四 雇用機会の拡充、職業能力の開発そ

の他の就業の促進に関する基本的な事

項 

五 生活環境の整備（廃棄物の減量その

他その適正な処理を含む。次条第二項

第七号及び第十四条の三において同

じ。）に関する基本的な事項 

六 医療の確保等（妊婦が健康診査を受

診し、及び出産に必要な医療を受ける

機会を確保するための支援を含む。次

条第二項第八号及び第十条において同

じ。）に関する基本的な事項 

七 介護サービス等の確保等に関する基

本的な事項 

八 高齢者の福祉その他の福祉の増進に

関する基本的な事項 

九 教育及び文化の振興（子どもの修学

の機会を確保するための支援を含む。

次条第二項第十一号において同じ。）に

関する基本的な事項 

十 観光の開発に関する基本的な事項 

十一 国内及び国外の地域との交流の促

進に関する基本的な事項 

十二 自然環境の保全及び再生に関する

基本的な事項 

十三 再生可能エネルギーの利用その他

のエネルギー対策に関する基本的な事

項 

十四 水害、風害、地震災害（地震に伴

一 離島の振興の意義及び方向に関する

事項 

二 本土と離島及び離島と離島並びに離

島内の交通通信を確保するための航

路、航空路、港湾、空港、道路等の交

通施設及び通信施設の整備、人の往来

及び物資の流通（廃棄物の運搬を含む。

以下同じ。）に要する費用の低廉化そ

の他の必要な措置に関する基本的な事

項 

 

 

三 農林水産業、商工業等の産業の振興

及び資源開発を促進するための漁港、

林道、農地、電力施設等の整備その他

の必要な措置に関する基本的な事項 

 

四 雇用機会の拡充、職業能力の開発そ

の他の就業の促進に関する基本的な事

項 

五 生活環境の整備（廃棄物の減量その

他その適正な処理を含む。以下同じ。）

に関する基本的な事項 

 

六 医療の確保等（妊婦が健康診査を受

診し、及び出産に必要な医療を受ける

機会を確保するための支援を含む。以

下同じ。）に関する基本的な事項 

 

七 介護サービスの確保等に関する基本

的な事項 

八 高齢者の福祉その他の福祉の増進に

関する基本的な事項 

九 教育及び文化の振興（子どもの修学

の機会を確保するための支援を含む。

以下同じ。）に関する基本的な事項 

 

十 観光の開発に関する基本的な事項 

十一 国内及び国外の地域との交流の促

進に関する基本的な事項 

十二 自然環境の保全及び再生に関する

基本的な事項 

十三 再生可能エネルギーの利用その他

のエネルギー対策に関する基本的な事

項 

十四 水害、風害、地震災害（地震に伴
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い発生する津波等により生ずる被害を

含む。次条第二項第十六号において同

じ。）その他の災害を防除するために必

要な国土保全施設等の整備その他の防

災対策に関する基本的な事項 

十五 離島の振興に寄与する人材の確保

及び育成に関する基本的な事項 

十六 前各号に掲げるもののほか、離島

の振興に関する基本的な事項 

３ 主務大臣は、離島振興基本方針を定め

ようとするときは、関係行政機関の長に

協議するとともに、国土審議会の意見を

聴かなければならない。 

４ 主務大臣は、離島振興基本方針を定め

たときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

５ 前二項の規定は、離島振興基本方針の

変更について準用する。 

 

（国土審議会） 

第二十一条 国土審議会は、離島振興に関

する重要事項を調査審議する。 

２ 国土審議会は、前項に規定する事項に

つき、関係行政機関の長に対し意見を申

し出ることができる。 

 

（国土審議会への報告） 

第二十一条の二 主務大臣は、毎年、離島

の振興に関して講じた施策について、国

土審議会に報告するものとする。 
 
 
附 則 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日か

ら施行する。ただし、附則第二項の改正

規定並びに次条及び附則第五条から第九

条までの規定は、公布の日から施行する。 

 

（離島振興基本方針に関する経過措置） 

第二条 主務大臣は、この法律の施行前に

おいて、この法律による改正後の離島振

い発生する津波等により生ずる被害を

含む。以下同じ。）その他の災害を防

除するために必要な国土保全施設等の

整備その他の防災対策に関する基本的

な事項 

十五 離島の振興に寄与する人材の確保

及び育成に関する基本的な事項 

十六 前各号に掲げるもののほか、離島

の振興に関する基本的な事項 

３ 主務大臣は、離島振興基本方針を定め

ようとするときは、関係行政機関の長に

協議するとともに、国土審議会の意見を

聴かなければならない。 

４ 主務大臣は、離島振興基本方針を定め

たときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

５ 前二項の規定は、離島振興基本方針の

変更について準用する。 

 

（国土審議会）  

第二十一条 国土審議会は、離島振興に関

する重要事項を調査審議する。  

２ 国土審議会は、前項に規定する事項に

つき、関係行政機関の長に対し意見を申

し出ることができる。  

 

（国土審議会への報告）  

第二十一条の二 主務大臣は、毎年、離島

の振興に関して講じた施策について、国

土審議会に報告するものとする。 
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興法（以下「新法」という。）第三条第一

項から第三項までの規定の例により、離

島振興対策実施地域の振興を図るための

基本方針を定めるものとする。 

２ 主務大臣は、前項の基本方針を定めた

ときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

３ 第一項の規定により定められた基本方

針は、この法律の施行の日において新法

第三条第一項の規定により定められた離

島振興基本方針とみなす。 

４ 第一項及び第二項における主務大臣

は、新法第二十一条の三第二項の規定の

例による 
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国土交通省設置法（平成 11年７月 16 日法律第百号）（抄） 

 

第三章 本省に置かれる職及び機関  

第二節 審議会等  

第一款 設置  

 

第六条 本省に、次の審議会等を置く。 

国土審議会 

社会資本整備審議会 

交通政策審議会 

運輸審議会  

２ （略） 

 

第二款 国土審議会  

 

（所掌事務）  

第七条 国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本

的な政策について調査審議すること。 

二 国土形成計画法（昭和二十五年法律第二百五号）、国土利用計画法、首都圏整備法

（昭和三十一年法律第八十三号）、首都圏近郊緑地保全法（昭和四十一年法律第百一

号）、近畿圏整備法（昭和三十八年法律第百二十九号）、近畿圏の近郊整備区域及び

都市開発区域の整備及び開発に関する法律（昭和三十九年法律第百四十五号）、近畿

圏の保全区域の整備に関する法律（昭和四十二年法律第百三号）、中部圏開発整備法

（昭和四十一年法律第百二号）、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域

の整備等に関する法律（昭和四十二年法律第百二号）、北海道開発法（昭和二十五年

法律第百二十六号）、土地基本法（平成元年法律第八十四号）、地価公示法、国土調

査法（昭和二十六年法律第百八十号）、国土調査促進特別措置法（昭和三十七年法律

第百四十三号）、水資源開発促進法（昭和三十六年法律第二百十七号）、低開発地域

工業開発促進法（昭和三十六年法律第二百十六号）及び豪雪地帯対策特別措置法の

規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

 

（組織）  

第八条 国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内

で組織する。 

一 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 六人 

二 参議院議員のうちから参議院が指名する者 四人 

三 学識経験を有する者 二十人以内 
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２ 前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。ただし、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、非常勤とする。 

 

（会長）  

第九条 国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。 

３ 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を

定めておかなければならない。 

 

（特別委員）  

第十条 特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができ

る。 

２ 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会

の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣

が任命する。 

３ 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したと

きは、解任されるものとする。 

４ 第八条第四項の規定は、特別委員に準用する。 

 

（資料提出の要求等）  

第十一条 国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、

関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意

見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。  

 

（政令への委任）  

第十二条 この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審

議会に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 （抄） 

 

（国土審議会の所掌事務の特例） 

第五条 国土審議会は、第七条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に

掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属さ

せられた事項を処理する。 

期  限 法  律 

令和七年三月三十一日 山村振興法 

半島振興法 
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令和九年三月三十一日 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 

令和十五年三月三十一日 離島振興法 
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国土審議会令（平成 12 年 6 月 7 日政令第 298 号） 

 

最終改正：令和４年政令第 354 号 

 

（専門委員） 

第一条 国土審議会（以下「審議会」という。）に、専門の事項を調査させるため必要があるとき

は、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任される

ものとする。 

４ 専門委員は、非常勤とする。 

（分科会） 

第二条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の

所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事

項を処理することとする。 

名称 法律の規定 

土地政策

分科会 

国土利用計画法（昭和四十九年法律第九十二号）第十三条第二項 

土地基本法（平成元年法律第八十四号）第十一条第三項、第二十一条第四項（同条

第六項において準用する場合を含む。）及び第二十二条 

地価公示法（昭和四十四年法律第四十九号）第二十六条の二 

国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号）第十二条 

国土調査促進特別措置法（昭和三十七年法律第百四十三号）第三条第一項（同条第

七項において準用する場合を含む。） 

北海道開

発分科会 

北海道開発法（昭和二十五年法律第百二十六号）第四条 

水資源開

発分科会 

水資源開発促進法（昭和三十六年法律第二百十七号）第三条第一項、第四条第一項

（同条第五項において準用する場合を含む。）並びに第六条第一項及び第二項 

豪雪地帯

対策分科

会 

豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第二条第一項及び第二

項、第三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）並びに第五条 

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、国土交通大臣が指名する。 

３ 分科会に属すべき専門委員は、会長が指名する。 
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４ 分科会に、分科会長を置く。分科会長は、当該分科会に属する委員のうちから当該分科会に属

する委員及び特別委員がこれを選挙する。 

５ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 

６ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は特別委員のうちから分科会長があ

らかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

７ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができ

る。 

（部会） 

第三条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっては、分

科会長）が指名する。 

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び特別委員の互選により選任する。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は特別委員のうちから部会長があらかじ

め指名する者が、その職務を代理する。 

（幹事） 

第四条 審議会に、幹事を置く。 

２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。 

３ 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 

４ 幹事は、非常勤とする。 

（議事） 

第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を

開き、議決することができない。 

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半数で決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。 

（庶務） 

第六条 審議会の庶務は、国土交通省国土政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、

次の表の上欄に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる課において処

理する。 

分科会 課 

土地政策分科会 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課 

北海道開発分科会 国土交通省北海道局総務課 

水資源開発分科会 国土交通省水管理・国土保全局水資源部水資源政策課 

豪雪地帯対策分科会 国土交通省国土政策局地方振興課 
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（雑則） 

第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長

が審議会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平

成十三年一月六日）から施行する。 

（分科会の特例） 

第二条 審議会に、第二条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、次の表の期限の欄に掲げる日

までの間、それぞれ同表の分科会の欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審

議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の法律の規定の欄に掲げる法律の規定により審議会の権限

に属させられた事項を処理することとし、これらの分科会の庶務は、それぞれ同表の課の欄に掲

げる課において処理する。この場合において、同条第二項中「前項の表の上欄」とあるのは、

「前項の表の上欄及び附則第二条第一項の表の分科会の欄」とする。 

期限 分科会 法律の規定 課 

令和七年

三月三十

一日 

山村振興

対策分科

会 

山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第七条第一

項及び第二十二条 

国土交通省国

土政策局地方

振興課 

令和九年

三月三十

一日 

特殊土壌

地帯対策

分科会 

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法（昭和二十

七年法律第九十六号）第二条第一項、第三条第一項及

び第五条 

国土交通省国

土政策局地方

振興課 

令和十五

年三月三

十一日 

離島振興

対策分科

会 

離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第

一項、第三条第三項（同条第五項において準用する場

合を含む。）及び第二十一条 

国土交通省国

土政策局離島

振興課 

２ 前項の場合において、山村振興対策分科会及び特殊土壌地帯対策分科会の庶務は、農林水産省

農村振興局農村政策部地域振興課の協力を得て処理するものとする。 

３ 離島振興対策分科会については、令和五年三月三十一日までの間、第一項の表令和十五年三月

三十一日の項中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条並びに離島振興法の一部を改正する法

律（令和四年法律第九十二号）附則第二条第一項の規定によりその規定の例によることとされた

同法による改正後の離島振興法第三条第三項」とする。 
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国土審議会運営規則 

 

平成 13 年 13 月 15 日国土審議会決定 

最終改正：平成 17 年 12 月 16 日国土審議会決定 

 

 

（趣旨） 

第１条 国土審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事

項は、国土交通省設置法（平成１１年法律第１００号）及び国土審議会令（平成１２年政令第２

９８号）に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。   

 

（招集） 

第２条 審議会の会議は、会長（会長が選任されるまでは、国土交通大臣）が招集する。 

２ 前項の場合においては、委員並びに議事に関係のある特別委員及び専門委員に対し、あらか

じめ、会議の日時、場所及び調査審議事項を通知しなければならない。  

 

（書面による議事） 

第３条 会長は、やむを得ない理由により審議会の会議を開く余裕のない場合においては、事案の

概要を記載した書面を委員及び議事に関係のある特別委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否

を問い、その結果をもって審議会の議決に代えることができる。  

 

（会議の議事） 

第４条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 会長は、審議会の会議の議事について、議事録を作成する。  

 

（議事の公開） 

第５条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由があるときは、会

議及び議事録を非公開とすることができる。 

２ 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若しくは第三者の

権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、議事録又は議事要旨の全

部又は一部を非公開とすることができる。  

 

（分科会への意見聴取） 

第６条 会長は、審議会の議決に関し、必要があると認めるときは、関係する分科会（第７条第１

項の付託に係る分科会の上申について議決を行う場合には、当該分科会を除く。）に意見を聴く

ものとする。 
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（分科会） 

第７条 会長は、分科会の所掌事務に関して諮問を受けた場合には、調査審議事項を当該分科会に

付託するものとする。ただし、やむを得ない理由により分科会に付託することができないとき

は、この限りでない。 

２ 分科会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とする。 

３ 会長は、前項の議決に関し、国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策又は

他の分科会の所掌事務との調整を必要とすると認める場合を除き、同項の同意をするものとす

る。 

４ 会長は、第２項の同意をしたときは、必要に応じて、当該同意に係る議決を審議会に報告する

ものとする。 

５ 第２条から第５条までの規定は、分科会の議事に準用する。この場合において、これらの規定

中「会長」とあるのは「分科会長」と、第２条第１項中「国土交通大臣」とあるのは「会長」と

読み替えるものとする。  

 

（部会） 

第８条 会長（分科会に置かれる部会にあっては分科会長）は、必要があると認める場合には、調

査審議事項を部会に付託することができる。 

２ 第２条から第５条までの規定は、部会の議事に準用する。この場合において、これらの規定中

「会長」とあるのは「部会長」と、第２条第１項中「国土交通大臣」とあるのは「審議会に置か

れる部会にあっては会長、分科会に置かれる部会にあっては分科会長」と読み替えるものとす

る。 

 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の議事の手続その他審議会、分科

会又は部会の運営に関し必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。 

 

附則（平成１３年３月１５日国土審議会決定） 

この規則は、平成１３年３月１５日から施行する。 

 

附則（平成１７年１２月１６日国土審議会決定） 

改正後のこの規則は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等

の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成１７年政令第３７５号）の施行の日から

施行する。 
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国土審議会離島振興対策分科会運営規則 

 

              平成14年3月7日国土審議会離島振興対策分科会決定 

 

 （招集） 

第１条 国土審議会離島振興対策分科会（以下「分科会」という。）の会議は、分科

会長（分科会長が選任されるまでは、国土審議会会長）が招集する。 

２ 前項の場合においては、委員、特別委員及び専門委員（以下「委員等」という。）

に対し、あらかじめ、会議の日時、場所及び調査審議事項を通知しなければならな

い。  

 

 （書面による議事） 

第２条 分科会長は、やむを得ない理由により分科会の会議を開く余裕のない場合に

おいては、事案の概要を記載した書面を委員等に送付し、その意見を徴し、又は賛

否を問い、その結果をもって分科会の議決に代えることができる。  

 

 （会議の議事） 

第３条 分科会長は、分科会の会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 分科会長は、分科会の会議の議事について、議事録を作成する。  

 

 （議事の公開） 

第４条 会議又は議事録は公開するものとする。ただし、特段の理由があるときは、

会議及び議事録を非公開とすることができる。 

２ 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するものと

する。 

３  前２項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若し

くは第三者の権利若しくは利益又は公共の福祉を害するおそれがあるときは、会

議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。 

 

 （委員等以外の者の出席） 

第５条 分科会長は、調査審議上必要があると認めるときは、委員等以外の者に分科

会の会議に出席し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めるこ

とができる。 
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 （部会） 

第６条 分科会長は、必要があると認める場合には、調査審議事項を部会に付託する

ことができる。 

２ 部会長は、部会の行った調査審議の経過概要及びその結果を分科会に報告しなけ

ればならない。 

３ 第１条から第４条までの規定は、部会の議事に準用する。この場合において、第

１条第１項中「分科会長」とあるのは「部会長（部会長が選任されるまでの間は、

分科会長）」と、第２条及び第３条中「分科会長」とあるのは「部会長」と読み替

えるものとする。  

 

 （雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、分科会又は部会の議事の手続その他審議会、

分科会又は部会の運営に関し必要な事項は、それぞれ分科会長又は部会長が定め

る。  

 

   附 則  

 この規則は、平成１４年３月７日から施行する。  
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